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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長 

2 対象税

目 

① 政策評価の対

象税目 

（法人税：義）（国税５） 

（法人住民税、法人事業税：義）（地方税４） 

② 上記以外の対

象税目 

（所得税：外、個人住民税：外） 

 

3 要望区分の別 【新規・拡充・延長】【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》  

（１）国税（ア～ウは選択制） 

ア 所得控除（法人税） 

・事業認定法人の所得×40％×経金特区内従業員数割合に相

当する額を損金算入（法人設立後 10 年間） 

 

イ 投資税額控除（法人税） 

・対象設備の取得価額に次の割合を乗じた金額を法人税額か

ら控除 

・1,000 万円を超える建物及びその附属設備８％、 

100 万円を超える機械・装置、特定の器具・備品 15％ 

・法人税額の 20％が上限額、繰越４年、取得価額の上限額 20

億円、建物附属設備は建物本体と同時に取得する場合に限

定 

 

ウ 特別償却（法人税、所得税） 

・1,000 万円を超える建物及びその附属設備 25％、 

100 万円を超える機械・装置、特定の器具・備品 50％ 

・取得価額の上限額 20 億円、建物附属設備は建物本体と同時

に取得する場合に限定 

 

エ エンジェル税制（所得税） 

・事業認定を取得し知事の指定を受けた中小企業者（＝指定

会社）へ投資を行った個人に対する租税特別措置 

（ア）指定会社へ投資した年（a と b は選択制） 

a．「投資額－2,000 円」を総所得金額から控除 

b．投資額を他の株式譲渡益から控除 

 

（イ）指定会社の株式を売却した年 

       売却により生じた損失を他の株式譲渡益と通算 

（繰越３年） 

 

（２）地方税 

ア 個人住民税、法人住民税及び事業税 

・上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用す

る。（自動連動） 
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《要望の内容》 

延長要望 

適用期限を２年間延長し、平成 33 年３月 31 日までとする。 

 

《関係条項》 

・沖縄振興特別措置法 第 57 条、第 57 条の 2、第 58 条 

・沖縄振興特別措置法施行令 第 26 条 

・租税特別措置法  

第 12 条、第 37 条の 13、第 37 条の 13 の 2、第 41 条の 19、 

第 42 条の 9、第 45 条、第 60 条、第 68 条の 13、第 68 条の 27 

第 68 条の 63 

・租税特別措置法施行令  

第 6 条の 3、第 25 条の 12、第 25 条の 12 の 2、第 26 条の 28 の 

3、第 27 条の９、第 28 条の 9、第 36 条、第 39 条の 43、 

第 39 条の 56、第 39 条の 90 

・租税特別措置法施行規則  

第 5 条の 14、第 18 条の 15、第 18 条の 15 の 2、第 18 条の 11、 

第 20 条の 4、第 20 条の 16、第 21 条の 17 の 2、第 22 条の 26、 

第 22 条の 37、第 22 条の 60 の 2 

・地方税法 第６条 

5 担当部局 内閣府 政策統括官（沖縄政策担当）付 産業振興担当参事官室 

6 評価実施時期及び分析対象

期間 

評価実施時期：平成 30 年８月 

分析対象期間：平成 26 年度～平成 33 年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 26 年度 

 ・経済金融活性化特別地区を創設 

 ・金融特区を廃止 

平成 29 年度 

 ・２年間延長 

8 適用又は延長期間 ２年間（平成 31 年度～平成 32 年度） 

9 必要性

等 

① 政策目的及び

その根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

金融業や情報通信関連産業をはじめ、沖縄の地理的特殊性・優位性

や亜熱帯気候である自然的特性を生かした多様な産業の集積を行うこと

で、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を両輪とした沖縄の経済

金融の活性化を図り、もって自立型経済の構築を目指す。 

 

《政策目的の根拠》 

○沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興

基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に

基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の

自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって
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沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実

現に寄与することを目的とする。 

 

第五節 経済金融活性化特別地区  

（経済金融活性化特別地区の指定）  

第五十五条  内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振

興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄

における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める

要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として一を限り

指定することができる。  

２～５ （略） 

 

（経済金融活性化特別地区における事業の認定）  

第五十六条 経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、

当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経

済金融活性化産業に属する事業を営む法人は、当該区域内に本店

又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員

の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に

該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。  

２～４ （略） 

 

○沖縄振興基本方針（平成24年5月11日 内閣総理大臣決定） 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向 

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展 

アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等の

沖縄の優位性を生かした産業振興を戦略的に進めていく。 

特に、成長するアジア地域の活力を取り込み、観光・リゾー

ト産業、情報通信関連産業に加えて国際物流拠点産業等を新し

いリーディング産業として確立していくことにより、沖縄の自

立を図るとともに、我が国の成長戦略と軌を一にして、我が国

やアジア・太平洋地域の発展にも寄与していく。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関す

る基本的な事項 

（１）観光・リゾート産業 

沖縄のリーディング産業である観光・リゾート産業の持続的

な発展に向けて、外国人観光客の誘客拡大と観光の高付加価値

化を進める。 

このため、特に、高い国際競争力を有する魅力ある観光地の

形成に向けて、自然環境や風景等の沖縄の魅力を守りつつ、観

光関連施設の集積や公共施設の一体的・重点的な整備を促進す

る。 

また、国内外を問わず、観光客のニーズの多様化・高度化や

量的拡大に対応するため、質の高い人材の育成・確保等の受入

体制の整備に努め、文化・芸能、自然環境等沖縄独自の地域資

源を活用した滞在型観光の推進や、スポーツ、健康、農業等の

他の分野・産業と観光との連携促進を図るとともに、国際会議
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等いわゆるＭＩＣＥの誘致・開催を図る。 

（２）情報通信関連産業 

情報通信関連産業は、アジア地域との近接性やリスク分散の

観点からも、沖縄が優位性を発揮し得る産業分野であり、今後

も戦略的に振興を図っていくことが必要である。 

このため、沖縄の地理的優位性を活用する企業立地の促進、

アジア諸国の企業等との連携の強化、グローバルな競争力を有

する人材や企業の育成、クラウド時代への対応、行政分野を含

む多分野のＩＴ化の促進等を目指す。 

（５）金融業及び金融関連業 

金融業及び金融関連業は、情報通信産業と同様、島しょ県で

ある沖縄の遠隔性を克服し得る産業であり、沖縄の特性を生か

した金融サービスの提供が重要である。 

このため、バックオフィス業務の集積を引き続き図るととも

に、情報通信産業との連携による産業の高度化・高付加価値化

を図りつつ、新産業分野への民間資金の供給、業務の高度化等

に対応する人材の育成等を目指す。 

（６）農林水産業 

沖縄の農林水産業は、亜熱帯の地域特性を生かした甘味資源

や園芸作物等の重要な供給機能を果たすとともに、広大な排他

的経済水域（ＥＥＺ）を抱える離島地域の基幹産業として地域

振興や国土の保全に貢献している。このことから、引き続き、

沖縄の優位性と地域の特色を生かした持続可能で競争力のある

農林水産業の振興、多面的機能を生かした農山漁村の振興を図

ることが重要である。 

このため、台風等の自然災害や病害虫被害を克服しつつ、安

全・安心で収益性の高い農林水産物の生産振興と６次産業化の

推進や、先駆的で経営感覚の優れた農業経営者の育成・確保と

農地集積の推進、優良農地の確保、農林水産物の生産性向上等

に資する生産基盤の整備・保全と農林水産技術等の開発・普及

の促進、高品質な農林水産物の流通高度化と国内外への販売強

化による沖縄ブランドの確立等を図る。また、漁業者に係る安

全対策の強化等を図る。 

 

12 その他の基本的な事項 

（３）北部振興 

県内で最も所得水準が低い北部地域については、貴重な動植

物の生息地となっている豊かな自然環境を保全・活用しつつ、

情報通信関連や金融関連の産業振興等を通じて、雇用機会の創

出、魅力ある生活環境の整備等を図る。 

② 政策体系にお

ける政策目的

の位置付け 

【政策】１１ 沖縄政策の推進 

【施策】① 沖縄政策に関する施策の推進 

③ 達成目標及び

その実現による

寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

１．達成目標 

・特区内の金融及び情報関連企業数を平成 33 年度までに 65 社（金

融関連企業 30 社、情報通信関連企業 35 社）とする。 

・特区内の金融及び情報関連企業における雇用者数を平成 33 年度
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までに 1,694 人（金融関連企業 770 人、情報通信関連企業 924

人）とする。 

・特区における製造品出荷額等を平成 33 年度までに 520 億円とす

る。 

  ・名護市への入込客数を平成 33 年までに 819 万人とする。 

・名護市の農業産出額を平成 33 年度までに 91 億円とする。 

・名護市の漁業生産量を平成 33 年度までに 594 トンとする。 

 

２．測定指標 

平成 33 年度までに 

本税制を活用した企業数 22 社 

上述の企業に伴う雇用者数の増加 374 人 

 

※本地域制度は、沖縄振興特別措置法に基づいたものであるため、目標達成

時期については、同法の期限と合わせ、平成 33 年度とする。 

※達成目標については、沖縄振興特別措置法に基づいて沖縄県が定めた沖縄

振興計画（沖縄 21 世紀ビジョン基本計画：H24～H33）を推進する活動計

画である沖縄 21 世紀ビジョン実施計画の目標値を用いることとする。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本制度の積極的な活用により、経済の基盤となる産業の集積及び

それに伴う新たな雇用創出が見込まれるほか、地域内事業者による

設備投資を通じた生産性の向上や観光客の受入れ能力向上等による

内発的発展が効果的に見込まれ、沖縄における自立型経済の構築に

寄与するものである。 
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① 適用数 １．平成 26 年度以降の適用数 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国税について、平成 26 年度から平成 28 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結果

に関する報告書」（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 26 年度から平成 28 年度は

「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※平成 29 年度の国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しな

い。 

※事業税に地方法人特別税を含んでいる。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

前回（平成 28 年度）評価時の将来推計において、所得控除は平成

28 年度に３件（２千万円）の適用を見込んでいたところ、実際の適

用は３件（６千５百万円）となった。また、投資税額控除について

は見込みを下回ったものの、これまで活用のなかった特別償却で１

件の適用があり、制度を活用した設備投資が着実に進んでいる。こ

のため、想定外に僅少とはなっていないものと思料。 

制度創設以降緩やかではあるが認定企業が増えてきており、新た

な企業立地も進んでいることを踏まえると、今後も制度の活用件数

は増加していくものと推測される。 

引き続き制度を誘因として企業誘致を推進するとともに、立地企業へ

の周知によって新たな投資を促し、経済金融の活性化を図っていきたい。 

 

２．今後の適用見込み 

 平成 30 年度から平成 33 年度は、平年度で所得控除７件、投資税

額控除２件、特別償却１件の適用を見込む。 

（算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。） 

 

３．適用実績増加に向けて実施してきた取組み 

平成 29 年度においては、内閣府と沖縄県が連携し、沖縄税理士会

の協力のもと、特区・地域制度のワンストップ相談窓口を開設し、

また、「税制活用セミナー」を３回実施した（６月）。 

また、沖縄県において７月に東京都と大阪府で「沖縄県企業誘致

セミナー」を開催するとともに、県外企業を沖縄県内に招聘する「沖

縄県投資環境視察ツアー」等での県外企業への周知や、企業個別訪

問等により本制度の周知を行った。 

さらに沖縄県産業振興公社においても、各経済団体や業界団体が主

催する説明会等において当該制度の説明を行う（43 回）とともに、商工会

議所、商工会及び各市町村を通じて制度のリーフレットを配布したところ。 

項  目 H26 H27 H28 H29 

（見込み） 

所得控除 0 1 3 3 

投資税額控除 0 3 2 2 

特別償却（法人） 0 0 1 0 

法人住民税 - - - - 

事業税 - - - - 
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その結果、平成 29 年４月から平成 30 年３月までの間に、相談窓

口では 579 件（うち経済金融活性化特区は 32 件）の問合わせがあっ

たほか、名護市では今後の企業立地に向けて 23 件（H30.3 末現在）

の相談を受けており、制度をインセンティブとした企業誘致が着実

に進んでいる。 

 

＜参考①：平成 29 年度県外企業向けセミナーの実績＞ 

 参加人数 

企業誘致セミナー 440 人 

投資環境視察ツアー 18 人 

 

＜参考②：平成 29 年度沖縄振興税制活用セミナー＞ 

 参加人数 

沖縄振興税制活用セミナー（北部会場） 35 人 

沖縄振興税制活用セミナー（中部会場） 32 人 

沖縄振興税制活用セミナー（南部会場） 100 人 

※企業以外にも、実際に申告書を作成する税理士の参加も多数確認できた。 

 

＜参考③：「ワンストップ相談窓口」における相談件数＞ 

相談内容 件数 

制度全般に関すること 158 件 

経済金融活性化特区 32 件 

その他の制度 389 件 

合計 579 件 
 

② 適用額 １．平成 26 年度以降の適用額 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

※国税について、平成 26 年度から平成 28 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結果

に関する報告書」（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 26 年度から平成 28 年度は

「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※平成 29 年度の国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しな

い。 

※事業税に地方法人特別税を含んでいる。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

２．今後の適用額見込み 

平成 30 年度から平成 33 年度は、平年度で所得控除 143 百万円、

投資税額控除 56 百万円、特別償却 11 百万円の適用額を見込む。 

項  目 H26 H27 H28 H29 

（見込み） 

所得控除 0 7 65 84 

投資税額控除 0 92 68 34 

特別償却（法人） 0 0 11 0 

法人住民税 0 13 11 - 

事業税 0 1 7 - 
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（算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。） 

③ 減収額 １．平成 26 年度税制改正後の減収額実績 

（単位：百万円） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

（見込み） 

所得控除 0 2 15 20 

投資税額

控除 

0 92 68 34 

特別償却 0 0 3 0 

法人住民

税 

0 13 11 7 

事業税 0 1 7 4 

合計 0 108 104 65 

※平成 26 年度から平成 28 年度については、「租税特別措置の適用実態調査の結果に

関する報告書」（財務省）における活用実績に基づいて試算。平成 29 年度について

は、沖縄県実施の企業アンケート調査における活用実績に基づいて試算。 

※地方税について、平成 26 年度から平成 28 年度は、「地方税における税負担軽減措置等

の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※平成 29 年度の法人住民税は、国税の減収額に税率 12.9％乗じて算定。 

※平成 29 年度の事業税は、所得控除と特別償却の適用額に税率 4.41％を乗じて算定。 

 

２．今後の減収額見込み 

 平成 30 年度から平成 33 年度は、平年度で所得控除 33 百万円、投

資税額控除 56 百万円、特別償却３百万円、法人住民税 12 百万、事

業税 7 百万円の減収を見込む。 

（国税の算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。） 

（法人住民税は、国税の平年度の減収額に税率 12.9％を乗じた額。） 

（事業税は、所得控除と特別償却の平年度の適用額に税率 4.41％を

乗じた額。） 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

１．政策目的の達成状況 

 平成25年度から平成29年度までの5年間に、特区内の金融関連産

業、情報通信関連産業の立地企業は、34社から42社へ、当該企業の

雇用者数も1,042人から1,082人へ増加している。なお、平成27年度

に名護市に立地する情報・金融関連企業が納付した法人市民税額は

約201百万円で、名護市の法人市民税額全体の約４割に相当し、名護

市経済に与える影響は大きい。 

また、製造品出荷額においても、平成25年度の約368億円から平成

28年度には約413億円へと約45億円増加しており、経済活性化が着実

に進んでいるものと考えられる。 

なお、観光については、入込客数は平成24年度から緩やかに増加

傾向であるが、県全体の観光客数の伸びと比較すると低くなってい

るほか、農業産出額及び漁業生産額についても、県全体に対する名

護市の割合が減少傾向にある。観光業、農業及び水産養殖業はこれ

まで国税適用の実績がなかったことから、適用数を増やすことによ

り、達成目標の実現に寄与するものと考えられる。 

今後も好調な流れを維持しつつ、県土の均衡ある発展による県民

所得の向上を目指し、引き続き多様な産業の集積による経済金融の
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活性化を図る必要がある。 

（※年度毎の推移については、後述《達成目標に対する租税特別措置

等の直接的効果》を参照。） 

 

２．所期の目標の実現状況 

平成 33 年度 

進出後に本税制を活用した企業数 22 社 

上述の企業進出に伴う雇用者数の増加 374 人 

 

 

実現状況： 

 平成 28 年度 平成 29 年度 

本制度の適用を受けた企業数 6 社 5 社 

上述の企業による雇用者数の増加 213 人 157 人 

※企業数について、平成 28 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報

告書」（財務省）から。平成 29 年度は沖縄県調査。 

※雇用者数は沖縄県調べ。 

 

３．所期の目標の変更について 

沖縄県では、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画（沖縄 21

世紀ビジョン基本計画）において「自立型経済の構築」を政策目的

に掲げており、その実施計画（沖縄 21 世紀ビジョン実施計画）にお

いて「情報関連企業の立地数及び雇用者数」や「製造品出荷額」な

どを成果指標とし、各種施策を推進しているところ。 

経済金融活性化特区については、産業集積及び設備投資促進によ

る自立型経済の構築を目的としており、上記目標フレームの達成に

寄与するものであることから、達成目標は沖縄２１世紀ビジョン実

施計画で定めた上記成果指標へ変更し、前回設定した所期の目標は

税制のみの効果を測るものとして測定指標としたい。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

１．達成目標の実現状況 

①特区内立地企業数及び当該企業による雇用者数 

経金特区の創設以降、金融関連産業と情報通信関連産業の立地 

企業数及び雇用者数は、目標達成に向けて増加してきている状況。 

   （単位：社、人） 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

企業 雇用者 企業 雇用者 企業 雇用者 企業 雇用者 企業 雇用者 

情報 20 556 26 618 24 594 22 590 27 599 

金融 14 486 15 477 16 506 14 456 15 483 

※各年度末に立地している企業数及び当該企業における雇用者数。 

※名護市調べ。 

 

②特区内製造品出荷額等 

特区内製造品出荷額等について、平成 26 年までは約 350 億円前後

で推移していたものの、平成 27 年以降は 400 億円を超え増加傾向に

ある。 

                       （単位：億円） 

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 
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347.2 368.1 366.4 414.8 414.2 

※工業統計調査（沖縄県調査） 

※平成27年数値については「平成28年経済センサス-活動調査-」（経済産業省）を基

に沖縄県において推計していることから比較対象としては参考値。 

 

③名護市の農業産出額 

（単位：億円） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

－ － 68 73 73 

※「市町村別農業産出額」（農林水産省） 

 

④名護市の漁業生産量 

（単位：トン） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

503 481 420 336 330 

※「農林水産統計年報」（沖縄総合事務局） 

 

⑤名護市への入込客数（暦年） 

（単位：人） 

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

5,108,180 5,257,616 5,730,528 5,682,299 5,633,231 

※名護市観光統計資料（名護市） 

 

２．制度が延長できない場合の影響 

沖縄本島北部圏域は、県内他圏域に比べて１人あたり市町村民所

得が低く、過疎地域が多く存在する地域である。このため、県土の

均衡ある発展に向け、本制度を活用して北部圏域経済の中核的役割

を担う名護市へ多様な産業の誘致・集積を図り、雇用創出及び所得

向上に向けて取り組んできた。 

また、北部振興については公共・非公共事業としても取り組んで

おり、道路や港湾等のインフラ整備を実施するなど、北部圏域の自

立的発展の条件整備が進められている。 

これら取組みによって北部圏域の活性化に一定の成果を上げてき

たものの、当該地域はいまだに他圏域と比較して経済基盤は弱く、

均衡ある発展に向けては引き続き整備された産業基盤等を有効利用

する企業等を誘致し、地域の雇用を創出しつつ経済を活性化させて

いく必要がある。 

しかしながら、本制度が延長できない場合、名護市への新規立地

及び立地企業による設備投資等のインセンティブがなくなり※、定住

の重要な条件となる雇用を創出できず、県土の均衡ある発展、ひい

ては沖縄県の自立型経済構築に支障が出てくることが懸念される。 

 

※沖縄県が平成 29年 12月に実施した「沖縄振興税制に関する企業アンケート調査（経

済金融活性化特別地区）」によると、本税制が沖縄への移転や立地の意思決定に影

響したと回答した企業の割合は、全体の約 45.4％となっている。 

この他、平成 29 年度沖縄県企業誘致セミナーin 大阪・東京における来場者アンケ

ートにおいても、沖縄の投資環境で関心がある項目に、「特区・地区制度による税

制の優遇措置の割合」が、東京、大阪ともに第１位となっており、本制度が企業

にとって一定のインセンティブとなっているといえる。 
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⑤ 税収減を是認

する理由 

本制度は、特区内に金融業や製造業をはじめとする多様な産業の進

出を促進し、当該企業の事業拡大を通じて、「金融産業」と「実態経済の

基盤となる産業」を車の両輪として集積を促進し、多様なもの・サービスが

生み出される経済金融の拠点形成の推進に寄与している。具体的には、

本特例措置を活用した企業により 157 名の雇用が生じているところ。 

そのため、沖縄県の労働生産性を踏まえると、当該雇用によって特区

内の総生産を約 9.8億円押し上げる経済効果が生じたものと試算される。 

  

・税活用企業による雇用者数：157 人 

 ・沖縄県の労働生産性：6,250,983 円 

 →県内総生産の押上げ効果：約 9.8 億円 

※労働生産性は、就業者一人当たりの生産額（名目県内総生産/県内就業者数） 

（「平成 27 年度県民経済計算」（沖縄県企画部）より試算） 

 

これを踏まえると、本制度は税収減を是認するに足る効果があるも

のと考えられる。 

 

11 相当性 ① 租税特別措置

等によるべき妥

当性等 

本特例措置は、沖縄県の経済金融の活性化を図るため、金融業、

情報通信関連業、製造業等の様々な業種の立地及び設備投資を促す

ものである。これら様々な企業に効果的にインセンティブを与える

手段としては、特定企業を対象とする補助金等よりも、各企業が一

定裁量の下で設備投資等に関する経営判断を行うことができる税制

措置が的確である。 

 また、本特例措置においては、地域指定・事業認定等のスキーム

を通して、沖縄の経済金融の拠点形成、自立型経済の構築等に資す

ると判断される場合に限定して措置を講じていることから、無差別

に適用されることはなく、必要最小限の措置となっている。 

 

② 他の支援措置

や義務付け等

との役割分担 

 沖縄県では、本制度のほか、沖縄振興特別推進交付金等の補助事

業もあるが、これらの補助事業では地理的不利性の解消や新事業創

出のための開発支援、販路拡大・商流構築支援等を行っているのに

対し、本制度では事業者の建物取得や設備投資等への支援を行うこ

とで企業立地を促進しており、役割分担を図っている。 

 

③ 地方公共団体

が協力する相

当性 

本制度は沖縄県からの要望も踏まえて延長要望するものであり、国税に

自動連動する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目標を実現す

ることは、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄与するた

め、沖縄県が協力する相当性がある。 

12 有識者の見解 ‐ 

 

13 前回の事前評価又は事後評

価の実施時期 

平成 28 年８月（H28 内閣 03） 

 

 



経金特区における減収額・適用見込（試算）
１．実績値 （百万円）

件数 適用額 減収額 件数
適用額
（減収額）

件数 適用額 減収額

平成26年度 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
平成27年度 4 1 7 2 3 92 0 0 0 94 99.00
平成28年度 5 3 65 15 2 68 1 11 3 86 144.00
平成29年度 5 3 84 20 2 34 0 0 0 54 118.00
合計 7 156 37 7 194 1 11 3 234 361.00
平均 1.8 39.0 9.3 1.8 48.5 0.3 2.8 0.8 58.5 90.3
１件あたりの額 - 22 5.3 - 28 - 11 3 - -
※各年度実績は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づく。
※法人税率については、平成27年度以降は23.4％として試算。

２．推計値
仮定 ①特区内企業数（金融・情報・製造・農林水産養殖業）　出所：経済金融活性化計画実施状況報告書（沖縄県）

過去5年間の伸び率から、年5.7％増加すると試算する。

企業数（件） 伸び率 平均
平成25年度 190 -
平成26年度 209 10.0%
平成27年度 218 4.3%
平成28年度 238 9.2%
平成29年度 236 -0.8% 5.7%

増加企業数

平成30年度 249 13
平成31年度 263 14
平成32年度 277 14
平成33年度 292 15

仮定 ②認定企業数（金融・情報・製造・農林水産養殖業）
過去5年間の伸び率から、年41.6％増加すると試算する。

企業数
（累計）（件） 伸び率 平均

平成25年度 - -
平成26年度 2 -
平成27年度 4 100.0%
平成28年度 5 25.0%
平成29年度 5 0.0% 41.6%

増加企業数

平成30年度 7 2
平成31年度 9 2
平成32年度 12 3
平成33年度 16 4

仮定 ③認定企業は、認定2年後から所得控除を適用する。

仮定 ④所得控除１件当たりの適用額は22百万円とする。

仮定 ⑤立地企業が投資税額控除を適用する割合は0.80%とする。
投資税額控除　適用平均1.8件/立地企業数平均225.3件（（209＋218＋238+236）/４）

仮定 ⑥投資額控除1件あたりの適用額は28百万円とする。

仮定 ⑦立地企業が特別償却を適用する割合は0.13%とする。
投資税額控除　適用平均0.3件/立地企業数平均225.3件（（209＋218＋238+236）/4）

仮定 ⑧特別償却1件あたりの適用額は11百万円とする。

①～⑧の仮定に基づき試算
（百万円）

件数
（仮定③）

適用額
（22百万/

件）
（仮定④）

減収額
（※）

件数
（仮定⑤）
A*0.80％

適用額
（減収額）
（28百万/

件））
（仮定⑥）

件数
（仮定⑦）
A*0.13％

適用額
（11百万/

件））
（仮定⑧）

減収額
（※）

平成30年度 249 7 5 110 25.52 2 56 1 11 2.55 84.07 177.00
平成31年度 263 9 5 110 25.52 2 56 1 11 2.55 84.07 177.00
平成32年度 277 12 7 154 35.73 2 56 1 11 2.55 94.28 221.00
平成33年度 292 16 9 198 45.94 2 56 1 11 2.55 104.49 265.00
30～33合計 - - 26 572 132.70 8 224 4 44 10.21 366.91 840.00
年平度 7 143 33 2 56 1 11 3 92 210

※法人税率については、平成30年度以降は23.2％として試算。

平成30年8月

適用額計
事業認定件

数
（累計）

所得控除 投資税額控除 特別償却
減収額計

特別償却E

減収額計 適用額計
企業数

A
（仮定①）

事業認定件
数

（累計）B
（仮定②）

所得控除C 投資税額控除D


	【
	拡充なしver.




